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(57)【要約】
【課題】電源切断時に伝送装置のみが電源断されたのか
、あるいは停電が発生したのかを判別することが可能な
伝送通信システムの提供。
【解決手段】本発明による伝送通信システムは、第１お
よび第２伝送装置１００、２００を含む伝送通信システ
ムであって、第１伝送装置１００は、停電時や電源断時
に一時的に電力を供給する電力供給手段１０４と、自装
置の電源電圧を監視する自装置電圧監視手段１０５と、
外部電源の電源電圧を監視する外部電圧監視手段１０８
と、自装置電圧監視手段１０５および外部電圧監視手段
１０８から得られる監視結果に基づき監視信号を生成す
る監視信号生成手段１１０と、監視信号生成手段１１０
で生成される監視信号を第２伝送装置２００へ伝送する
データ伝送手段１１２とを含む。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムであって、
　前記第１伝送装置は、
　停電時や電源断時に一時的に電力を供給する電力供給手段と、
　自装置の電源電圧を監視する自装置電圧監視手段と、
　外部電源の電源電圧を監視する外部電圧監視手段と、
　前記自装置電圧監視手段および前記外部電圧監視手段から得られる監視結果に基づき監
視信号を生成する監視信号生成手段と、
　前記監視信号生成手段で生成される監視信号を前記第２伝送装置へ伝送するデータ伝送
手段とを含むことを特徴とする伝送通信システム。
【請求項２】
　前記第１伝送装置は、
　さらに外部接続機器の状態を監視する外部接続監視手段を含み、
　前記監視信号生成手段は前記外部接続監視手段から得られる監視結果に基づき監視信号
を生成することを特徴とする請求項１記載の伝送通信システム。
【請求項３】
　前記第１伝送装置は、
　さらに自装置に加わる衝撃を監視する衝撃センサ手段と、
　自装置の温度を監視する温度センサ手段とを含み、
　前記監視信号生成手段は前記衝撃センサ手段および前記温度センサ手段から得られる監
視結果に基づき監視信号を生成することを特徴とする請求項１または２記載の伝送通信シ
ステム。
【請求項４】
　前記第１伝送装置は、
　自装置の電源と前記自装置電圧監視手段との間に無停電電源手段を含むことを特徴とす
る請求項１から３いずれかに記載の伝送通信システム。
【請求項５】
　第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムにおける電源断通知方法であって、
　前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の電源電圧情報を監視する電源電圧
情報監視ステップと、
　前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の外部電源の電源電圧情報を監視す
る外部電源電圧情報監視ステップと、
　前記電源電圧情報監視ステップおよび前記外部電源電圧情報監視ステップから得られる
監視結果に基づき前記第１伝送装置の電源断の原因を解析する電源断原因解析ステップと
を含むことを特徴とする電源断通知方法。
【請求項６】
　前記第２伝送装置は、
　さらに前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の外部接続機器の状態情報を
監視する外部接続機器状態情報監視ステップを含み、
　前記電源断原因解析ステップは前記外部接続機器状態情報監視ステップから得られる監
視結果に基づき前記第１伝送装置の電源断の原因を解析することを特徴とする請求項５記
載の電源断通知方法。
【請求項７】
　前記第２伝送装置は、
　さらに前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置に加わる衝撃情報を監視する
衝撃情報監視ステップと、
　前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の温度情報を監視する温度情報監視
ステップとを含み、
　前記電源断原因解析ステップは前記衝撃情報監視ステップおよび前記温度情報監視ステ
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ップから得られる監視結果に基づき前記第１伝送装置の電源断の原因を解析することを特
徴とする請求項５または６記載の電源断通知方法。
【請求項８】
　前記第１伝送装置は無停電電源装置を含むことを特徴とする請求項５から７いずれかに
記載の電源断通知方法。
【請求項９】
　第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムにおける電源断通知方法のプログラム
であって、
　前記第２伝送装置に含まれ、コンピュータに、
　前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の電源電圧情報を監視する電源電圧
情報監視ステップと、
　前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の外部電源の電源電圧情報を監視す
る外部電源電圧情報監視ステップと、
前記電源電圧情報監視ステップおよび前記外部電源電圧情報監視ステップから得られる監
視結果に基づき前記第１伝送装置の電源断の原因を解析する電源断原因解析ステップとを
実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムにおける前記第１伝送装置であって、
　停電時や電源断時に一時的に電力を供給する電力供給手段と、
　自装置の電源電圧を監視する自装置電圧監視手段と、
　外部電源の電源電圧を監視する外部電圧監視手段と、
　前記自装置電圧監視手段および前記外部電圧監視手段から得られる監視結果に基づき監
視信号を生成する監視信号生成手段と、
　前記監視信号生成手段で生成される監視信号を前記第２伝送装置へ伝送するデータ伝送
手段とを含むことを特徴とする伝送装置。
【請求項１１】
　第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムにおける前記第２伝送装置であって、
　前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の電源電圧情報および外部電源の電
源電圧情報を監視し、その監視結果に基づき前記第１伝送装置の電源断の原因を解析する
制御手段を含むことを特徴とする伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝送通信システム、その電源断通知方法、プログラムおよび伝送装置に関し
、特に第１の伝送装置の電源断を対向する第２の伝送装置に通知する伝送通信システム、
その電源断通知方法、プログラムおよび伝送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モデムや光メディアコンバータなどの関連する伝送装置において、電源断を通知するた
めに大容量のコンデンサを用い、その電力で電源断時に電源のダウンを通知する方法が一
般に行われている。この通知により対向局側は通信切断の原因を伝送路の要因なのか対向
局側の電源断によるものなのかを判断している（たとえば特許文献１参照）。
【０００３】
　また、無停電電源装置を使用し、停電情報を通知するシステムが特許文献２に開示され
ている。
【０００４】
　また、温度センサによる異常状態の通知システムが特許文献３に開示されている。
【０００５】
　また、電源切断時に対向局側装置に電源切断したことを通知するシステムが特許文献４
に開示されている。
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【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１０４８７７号公報
【特許文献２】特開２００４－１５４２５３号公報
【特許文献３】特開昭６４－０６５９７０号公報
【特許文献４】特開２００３－２０９５９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、前述の特許文献１～４に開示の関連技術では、電源切断時に伝送装置のみが電
源断されたのか、あるいは停電が発生したのかを判別できないという課題がある。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、電源切断時に伝送装置のみが電源断されたのか、あるいは停電
が発生したのかを判別することが可能な伝送通信システム、その電源断通知方法、プログ
ラムおよび伝送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本発明による伝送通信システムは、第１および第２伝送装
置を含む伝送通信システムであって、前記第１伝送装置は、停電時や電源断時に一時的に
電力を供給する電力供給手段と、自装置の電源電圧を監視する自装置電圧監視手段と、外
部電源の電源電圧を監視する外部電圧監視手段と、前記自装置電圧監視手段および前記外
部電圧監視手段から得られる監視結果に基づき監視信号を生成する監視信号生成手段と、
前記監視信号生成手段で生成される監視信号を前記第２伝送装置へ伝送するデータ伝送手
段とを含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明による電源断通知方法は、第１および第２伝送装置を含む伝送通信システ
ムにおける電源断通知方法であって、前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置
の電源電圧情報を監視する電源電圧情報監視ステップと、前記第１伝送装置から伝送され
る前記第１伝送装置の外部電源の電源電圧情報を監視する外部電源電圧情報監視ステップ
と、前記電源電圧情報監視ステップおよび前記外部電源電圧情報監視ステップから得られ
る監視結果に基づき前記第１伝送装置の電源断の原因を解析する電源断原因解析ステップ
とを含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明によるプログラムは、第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムに
おける電源断通知方法のプログラムであって、前記第２伝送装置に含まれ、コンピュータ
に、前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の電源電圧情報を監視する電源電
圧情報監視ステップと、前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置の外部電源の
電源電圧情報を監視する外部電源電圧情報監視ステップと、前記電源電圧情報監視ステッ
プおよび前記外部電源電圧情報監視ステップから得られる監視結果に基づき前記第１伝送
装置の電源断の原因を解析する電源断原因解析ステップとを実行させることを特徴とする
。
【００１２】
　また、本発明による伝送装置は、第１および第２伝送装置を含む伝送通信システムにお
ける前記第１伝送装置であって、停電時や電源断時に一時的に電力を供給する電力供給手
段と、自装置の電源電圧を監視する自装置電圧監視手段と、外部電源の電源電圧を監視す
る外部電圧監視手段と、前記自装置電圧監視手段および前記外部電圧監視手段から得られ
る監視結果に基づき監視信号を生成する監視信号生成手段と、前記監視信号生成手段で生
成される監視信号を前記第２伝送装置へ伝送するデータ伝送手段とを含むことを特徴とす
る。
【００１３】
　また、本発明による他の伝送装置は、第１および第２伝送装置を含む伝送通信システム
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における前記第２伝送装置であって、前記第１伝送装置から伝送される前記第１伝送装置
の電源電圧情報および外部電源の電源電圧情報を監視し、その監視結果に基づき前記第１
伝送装置の電源断の原因を解析する制御手段を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、電源切断時に伝送装置のみが電源断されたのか、あるいは停電が発生
したのかを判別することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　まず、第１実施形態について説明する。図１は本発明に係る伝送通信システムの一例の
構成図である。本発明に係る伝送通信システムの一例は、第１伝送装置１００と、第２伝
送装置２００と、両装置１００，２００間に接続される伝送路３００とを含んで構成され
る。第１および第２伝送装置１００，２００は、たとえばモデム、光メディアコンバータ
、ルータ、コンピュータ、電子交換機等により構成される。
【００１７】
　図２は本発明に係る第１伝送装置１００の一例の構成図である。同図を参照すると、第
１伝送装置１００の一例は、ＡＣ（ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ　ｃｕｒｒｅｎｔ）コンセン
ト１０１と、電源スイッチ１０２と、電源回路（ＡＣ／ＤＣ）１０３と、大容量コンデン
サ１０４と、電圧監視回路１０５と、電源回路（ＤＣ／ＤＣ）１０６と、ＡＣコンセント
１０７と、外部電圧監視回路１０８と、外部接続監視回路１０９と、監視信号生成回路１
１０と、インタフェースコネクタ１１１と、データ伝送機１１２と、ケーブルコネクタ１
１３とを含んで構成される。
【００１８】
　ＡＣコンセント１０１はＡＣ１００Ｖの商用電源等から電力を得るもので電源スイッチ
１０２の一方の端子と接続される。電源スイッチ１０２は第１伝送装置１００の電源をオ
ンまたはオフするスイッチである。電源回路（ＡＣ／ＤＣ）１０３は交流電力を適当な電
圧の直流電力に変換する電源回路であり、入力側が電源スイッチ１０２の他方の端子と接
続される。
【００１９】
　大容量コンデンサ１０４は停電時や電源断時に一時的に電力を供給するもので、電源回
路（ＡＣ／ＤＣ）１０３の出力側と接地間に接続される。
【００２０】
　電圧監視回路１０５は電源回路（ＡＣ／ＤＣ）１０３で変換された電圧を監視する。電
源回路（ＤＣ／ＤＣ）１０６は電源回路（ＡＣ／ＤＣ）１０３で降圧され直流化された電
力を第１伝送装置１００の内部で使用できる電圧に変換する。また、電源回路（ＡＣ／Ｄ
Ｃ）１０３の出力は第１伝送装置１００の内部回路に供給される。
【００２１】
　ＡＣコンセント１０７はＡＣ１００Ｖの商用電源等、外部電源の停電を監視するもので
、外部電圧監視回路１０８の入力側と接続される。外部電圧監視回路１０８は外部電源の
電圧を監視して停電が発生しているか否かを判断する。外部接続監視回路１０９はインタ
フェースコネクタ１１１を介して外部接続機器（不図示）からの信号を監視し、外部接続
機器の状態が正常であるか否かを監視する。
【００２２】
　監視信号生成回路１１０は電圧監視回路１０５、外部電圧監視回路１０８、外部接続監
視回路１０９からの信号を元に通知信号を生成し、伝送路３００へ多重化するための回路
である。
【００２３】
　データ伝送機１１２は監視信号生成回路１１０から通知信号を受け取り、ケーブルコネ
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クタ１１３および伝送路３００を介して第２伝送装置２００へ通知信号を伝送する。すな
わち、データ伝送機１１２は第２伝送装置２００とデータ伝送を行うための装置であり、
たとえばモデムや光メディアコンバータである。
【００２４】
　ケーブルコネクタ１１３は第２伝送装置２００との伝送路（通信用接続ケーブル）３０
０を接続するためのものである。
【００２５】
次に、図２を参照しながら第１伝送装置１００の一例の動作について説明する。第１伝送
装置１００は大容量コンデンサ１０４を有するため、電源が切断されても一定期間だけ電
源回路（ＡＣ／ＤＣ）１０３の出力電圧は保持され、後述するように、データ伝送機１１
２から所定のデータを第２伝送装置２００に伝送し終えるまでは正常に動作する。
【００２６】
第１伝送装置１００の電源切断時には電源回路（ＡＣ／ＤＣ）１０３への電力が切断され
るため電圧降下が発生する。その電圧降下は電圧監視回路１０５により検出される。
【００２７】
　電圧監視回路１０５にて電圧降下が検出されるとその情報は監視信号生成回路１１０へ
入力される。監視信号生成回路１１０はその情報を受取ると、電源切断の情報を監視信号
としてデータ化し、データ伝送機１１２に対しその監視信号を最優先で第２伝送装置２０
０へ伝送するように指令する。
【００２８】
　この時、外部電源のＡＣコンセント１０７の電圧が外部電圧監視回路１０８で検出され
、正常な電圧か否かの情報が前述の監視信号データに多重される。
【００２９】
　また、外部接続監視回路１０９により、電源断時の外部接続装置の状態が監視され、通
常状態かあるいは通信切断状態になっているかが前述の監視信号データに多重される。
【００３０】
　これらの監視信号が多重されたデータは最優先でデータ伝送機１１２により第２伝送装
置２００へ伝送される。
【００３１】
　図３は本発明に係る第２伝送装置２００の一例の構成図である。同図を参照すると、第
２伝送装置２００の一例は、ケーブルコネクタ２０１と、データ伝送機２０２と、制御部
２０３と、プログラム格納部２０４とを含んで構成される。
【００３２】
　ケーブルコネクタ２０１は第１伝送装置１００との伝送路（通信用接続ケーブル）３０
０を接続するためのものである。
【００３３】
　データ伝送機２０２はケーブルコネクタ２０１と接続され、ケーブルコネクタ２０１お
よび伝送路３００を介して第２伝送装置２００とデータ伝送を行う。
【００３４】
　制御部２０３はデータ伝送機２０２から監視信号データを受取り、プログラム格納部２
０４に格納されたプログラムに従い、後述する電源断通知方法を実行する。
【００３５】
　プログラム格納部２０４には後述する電源断通知方法を実行するためのプログラムが格
納されている。
【００３６】
　次に、第２伝送装置２００の一例の動作について説明する。制御部２０３は第１伝送装
置１００から伝送される第１伝送装置１００の電源電圧情報および外部電源の電源電圧情
報を監視し、その監視結果に基づき第１伝送装置１００の電源断の原因を解析する。
【００３７】
　次に、本発明の第１実施形態における電源断通知方法の一例について図４を参照しなが
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ら説明する。図４は本発明の第１実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチ
ャートである。
【００３８】
　なお、以下の処理は第１伝送装置１００から伝送される監視信号データに基づき、第２
伝送装置２００の制御部２０３が実行する。
【００３９】
　まず、第２伝送装置２００の制御部２０３は第１伝送装置１００から第１伝送装置１０
０の電源電圧情報を受信し、その情報が電源断警報を示すものであるか否かを監視する（
ステップＳ１）。そして、電源断警報を示すものでない場合は（ステップＳ１にて“ＮＯ
”の場合）、制御部２０３は正常状態と判断する（ステップＳ２）。
【００４０】
　一方、ステップＳ１にてその情報が電源断警報を示すものである場合は（ステップＳ１
にて“ＹＥＳ”の場合）、第２伝送装置２００の制御部２０３は第１伝送装置１００から
第１伝送装置１００の外部電源の電源電圧情報を受信し、停電監視用のコンセント（ＡＣ
コンセント１０７）の電圧は正常か否かを監視する（ステップＳ３）。そして、停電監視
用のコンセントの電圧が異常である場合（ステップＳ３にて“ＮＯ”の場合）、制御部２
０３は停電が発生したと判断する（ステップＳ４）。
【００４１】
　これに対し、停電監視用のコンセントの電圧が正常である場合（ステップＳ３にて“Ｙ
ＥＳ”の場合）、制御部２０３は第１伝送装置１００の電源のみが切断されたと判断する
（ステップＳ５）。
【００４２】
　以上説明したように、本発明の第１実施形態によれば、電源切断時に伝送装置のみが電
源断されたのか、あるいは停電が発生したのかを判別することが可能となる。
【００４３】
　また、無停電電源装置やそれを監視するコンピュータなどの特別なハードウエア無しで
、第２伝送装置において第１伝送装置の停電の有無を判断することが可能となる。
【００４４】
　さらに、回線へ接続されている伝送装置だけで停電の監視が可能であるため、監視の信
頼性を向上させることが可能となる。
【００４５】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態における伝送通信システ
ム、第１伝送装置および第２伝送装置の構成はそれぞれ図１、図２、図３と同様であるた
め、それらの図示を省略する。
【００４６】
　図５は本発明の第２実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【００４７】
　なお、以下の処理は第１伝送装置１００から伝送される監視信号データに基づき、第２
伝送装置２００の制御部２０３が実行する。
【００４８】
　まず、第２伝送装置２００の制御部２０３は第１伝送装置１００から第１伝送装置１０
０の電源電圧情報を受信し、その情報が電源断警報を示すものであるか否かを監視する（
ステップＳ１１）。
【００４９】
　そして、電源断警報を示すものでない場合は（ステップＳ１にて“ＮＯ”の場合）、制
御部２０３は第１伝送装置１００から外部接続機器の状態情報を受信し、外部接続機器の
状態は正常であるか否かを監視する（ステップＳ１２）。
【００５０】
　外部接続機器の状態が正常である場合（ステップＳ１２にて“ＹＥＳ”の場合）、制御
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部２０３は第１伝送装置１００は正常状態と判断する（ステップＳ１３）。
【００５１】
　一方、外部接続機器の状態が正常でない場合（ステップＳ１２にて“ＮＯ”の場合）、
制御部２０３は第１伝送装置１００は外部接続機器が異常状態と判断する（ステップＳ１
４）。
【００５２】
　また、ステップＳ１１にて第１伝送装置１００の電源電圧情報が電源断警報を示すもの
である場合（ステップＳ１１にて”ＹＥＳ”の場合）、第２伝送装置２００の制御部２０
３は第１伝送装置１００から第１伝送装置１００の外部電源の電源電圧情報を受信し、停
電監視用のコンセント（ＡＣコンセント１０７）の電圧は正常か否かを監視する（ステッ
プＳ１５）。
【００５３】
　そして、停電監視用のコンセントの電圧が異常である場合（ステップＳ１５にて“ＮＯ
”の場合）、制御部２０３は停電が発生したと判断する（ステップＳ１６）。
【００５４】
　これに対し、停電監視用のコンセントの電圧が正常である場合（ステップＳ１５にて“
ＹＥＳ”の場合）、制御部２０３は第１伝送装置１００から外部接続機器の状態情報を受
信し、外部接続機器の状態は正常であるか否かを監視する（ステップＳ１７）。
【００５５】
　外部接続機器の状態が正常である場合（ステップＳ１７にて“ＹＥＳ”の場合）、制御
部２０３は第１伝送装置１００の電源のみが切断されたと判断する（ステップＳ１９）。
【００５６】
　一方、外部接続機器の状態が正常でない場合（ステップＳ１７にて“ＮＯ”の場合）、
制御部２０３は第１伝送装置１００のシステム全体の電源切断と判断する（ステップＳ１
８）。
【００５７】
　以上説明したように、本発明の第２実施形態によれば、第１実施形態の効果に加え、外
部接続機器の状態も判断しているため、外部接続機器も含めて電源が切断されたのか、あ
るいは伝送装置だけ電源が切断されたのかの判断が可能となる。したがって、運用者の規
定等により、システム内の装置の電源切断順序を決めておけば、どの装置が異常な状態で
あるかを判断することが可能となる。
【００５８】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。第３実施形態における伝送通信システ
ム、第２伝送装置の構成はそれぞれ図１、図３と同様であるため、それらの図示を省略す
る。
【００５９】
　図６は本発明に係る第１伝送装置１００の第３実施形態の構成図である。図２との構成
の相違点は新たに衝撃センサ１２１および温度センサ１２２が追加された点で、それ以外
の構成は図２と同様である。したがって、図２と同様の構成部分には同一番号を付し、そ
の説明を省略する。
【００６０】
　図６を参照すると、衝撃センサ１２１および温度センサ１２２の出力が監視信号生成回
路１１０に入力されている。
【００６１】
　衝撃センサ１２１は第１伝送装置１００に適正範囲を超える衝撃が加わった場合に、そ
の旨を監視信号生成回路１１０に通知する。監視信号生成回路１１０は衝撃が加わった旨
の警報を監視信号データに多重する。データ伝送機１１２はその警報が多重された監視信
号データを第２伝送装置２００に伝送する。
【００６２】
　温度センサ１２２は第１伝送装置１００の温度が適正範囲を超える場合に、その旨を監
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視信号生成回路１１０に通知する。監視信号生成回路１１０は温度が適正範囲を超えた旨
の警報を監視信号データに多重する。データ伝送機１１２はその警報が多重された監視信
号データを第２伝送装置２００に伝送する。
【００６３】
　次に、第３実施形態の動作について説明する。図７は本発明の第３実施形態における電
源断通知方法の一例を示すフローチャートである。
【００６４】
　なお、以下の処理は第１伝送装置１００から伝送される監視信号データに基づき、第２
伝送装置２００の制御部２０３が実行する。
【００６５】
　まず、第２伝送装置２００の制御部２０３は第１伝送装置１００から第１伝送装置１０
０の温度情報を受信し、その温度が適正範囲以内か否かを監視する（ステップＳ２１）。
【００６６】
　そして、温度が適正範囲以内ではない場合は（ステップＳ２１にて“ＮＯ”の場合）、
制御部２０３は温度アラームを発生させる（ステップＳ２２）。
【００６７】
　ステップＳ２１にてその温度が適正範囲以内である場合（ステップＳ２１にて“ＹＥＳ
”の場合）、制御部２０３は第１伝送装置１００から第１伝送装置１００の衝撃情報を受
信し、その衝撃が適正範囲以内か否かを監視する（ステップＳ２３）。
【００６８】
　そして、衝撃が適正範囲以内ではない場合は（ステップＳ２３にて“ＮＯ”の場合）、
制御部２０３は衝撃アラームを発生させる（ステップＳ２４）。
【００６９】
　ステップＳ２３にてその衝撃が適正範囲以内である場合（ステップＳ２３にて“ＹＥＳ
”の場合）、制御部２０３は第１伝送装置１００側で停電が発生しているか否かを監視す
る（ステップＳ２５）。そして、停電が発生していない場合（ステップＳ２５にて“ＮＯ
”の場合）、ステップＳ２１に戻る。
【００７０】
　ステップＳ２５にて第１伝送装置１００側で停電が発生している場合（ステップＳ２５
にて“ＹＥＳ”の場合）、制御部２０３は温度センサの上昇率は急に大きくなったか否か
を調べる（ステップＳ２６）。
【００７１】
　そして、温度センサの上昇率が急に大きくなった場合（ステップＳ２６にて“ＹＥＳ”
の場合）、制御部２０３は火災による停電の可能性ありと判断する（ステップＳ２７）。
【００７２】
　ステップＳ２６にて、温度センサの上昇率が急に大きくならなかった場合（ステップＳ
２６にて“ＮＯ”の場合）、制御部２０３は衝撃センサの直前の値は通常よりも大きかっ
たか否かを調べる（ステップＳ２８）。
【００７３】
　そして、衝撃センサの直前の値が通常よりも大きかった場合（ステップＳ２８にて“Ｙ
ＥＳ”の場合）、制御部２０３は地震による停電の可能性ありと判断する（ステップＳ２
９）。
【００７４】
　ステップＳ２８にて、衝撃センサの直前の値が通常よりも大きくなかった場合（ステッ
プＳ２８にて“ＮＯ”の場合）、制御部２０３は通常の停電と判断する（ステップＳ３０
）。
【００７５】
　なお、本実施形態では衝撃センサ１２１および温度センサ１２２を第１伝送装置１００
内に設ける例について説明したが、これらを第１伝送装置１００の外部に設け、システム
が置かれた室内全体を監視することも可能である。
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【００７６】
　以上説明したように、本発明の第３実施形態によれば、第１および第２実施形態の効果
に加え、第１伝送装置１００の温度および衝撃状態を第２伝送装置２００へ通知すること
が可能となる。特に停電時に急激に温度が上昇した場合は、火災による停電と判断するこ
とが可能となり、また停電時に大きな衝撃が発生した場合は地震等による停電と判断する
ことが可能となる。
【００７７】
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。第４実施形態における伝送通信システ
ム、第２伝送装置の構成はそれぞれ図１、図３と同様であるため、それらの図示を省略す
る。
【００７８】
　第４実施形態では第１伝送装置に無停電電源装置が追加されている。図８は本発明の第
４実施形態における第１伝送装置１００の構成図である。なお、同図において図２と同様
の構成部分には同一番号を付し、その説明を省略する。
【００７９】
　図８を参照すると、第１伝送装置１００は図２に示す伝送装置である。ＡＣコンセント
１０１は第１伝送装置１００への電力供給用で、無停電電源装置１３０の出力へ接続され
る。
【００８０】
　ＡＣコンセント１０７は停電監視用のコンセントで、商用電源ＡＣ１００Ｖ等へ接続さ
れる。ＡＣコンセント１３１は無停電電源装置１３０の電力入力用のコンセントで、同じ
く商用電源ＡＣ１００Ｖ等へ接続される。
【００８１】
　通常は商用電源ＡＣ１００Ｖ等から、停電監視用のＡＣコンセント１０７へも無停電電
源装置１３０用のＡＣコンセント１３１へも電力が供給される。
【００８２】
　停電が発生した場合、無停電電源装置１３０が動作するため、第１伝送装置１００へは
電源供給が行われる。しかし、停電監視用のＡＣコンセント１０７への電力はなくなるの
で、第２伝送装置２００は、第１伝送装置１００の動作は停電発生時の無停電電源装置１
３０による動作であると判断することができる。
【００８３】
　次に、本発明の第４実施形態における電源断通知方法の一例について図９を参照しなが
ら説明する。図９は本発明の第４実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチ
ャートである。
【００８４】
　なお、以下の処理は第１伝送装置１００から伝送される監視信号データに基づき、第２
伝送装置２００の制御部２０３が実行する。
【００８５】
　まず、第２伝送装置２００の制御部２０３は第１伝送装置１００から第１伝送装置１０
０の電源電圧情報を受信し、その情報が電源断警報を示すものであるか否かを監視する（
ステップＳ３１）。
【００８６】
　その電源電圧情報（ＡＣコンセント１０１からの電圧）が電源断警報を示すものでない
場合（ステップＳ３１にて“ＮＯ”の場合）、制御部２０３は停電監視用のＡＣコンセン
ト１０７の電圧は正常か否かを監視する（ステップＳ３２）。
【００８７】
　停電監視用のＡＣコンセント１０７の電圧は正常である場合（ステップＳ３２にて“Ｙ
ＥＳ”の場合）、制御部２０３は通常運用と判断し、ステップＳ３１へ戻る。
【００８８】
　一方、停電監視用のＡＣコンセント１０７の電圧が正常でない場合（ステップＳ３２に
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て“ＮＯ”の場合）、制御部２０３は停電時の無停電電源装置１３０による動作であると
判断する（ステップＳ３４）。
【００８９】
　また、ステップＳ３１にて、装置１００の電源電圧情報が電源断警報を示すものである
場合（ステップＳ３１にて“ＹＥＳ”の場合）、図５のステップＳ１５へ進む。図５のス
テップＳ１５以降の動作は既に述べたので、ここでの説明は省略する。
【００９０】
　以上説明したように、本発明の第４実施形態によれば、停電発生を通知する機能を有し
ない比較的安価な無停電電源装置を使用しても、第１伝送装置１００から第２伝送装置２
００に対し、停電時における無停電電源装置での動作を通知することが可能となる。
【００９１】
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。第５実施形態は電源断通知方法のプロ
グラムに関するものである。図３に示すように、第２伝送装置２００には制御部２０３お
よびプログラム格納部２０４が設けられている。プログラム格納部２０４には図４、５，
７および９にフローチャートで示す電源断通知方法をコンピュータ（制御部２０３）に実
行させるためのプログラムが格納されている。
【００９２】
　制御部２０３はプログラム格納部２０４からそのプログラムを読み出し、電源断通知方
法の処理を実行する。その処理の内容は既に述べたので、ここでの説明は省略する。
【００９３】
　以上説明したように、本発明の第５実施形態によれば、電源切断時に伝送装置のみが電
源断されたのか、あるいは停電が発生したのかを判別することが可能なプログラムが得ら
れる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明をデータ伝送装置、特に対局側を監視するシステムを有する用途に適用すること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明に係る伝送通信システムの一例の構成図である。
【図２】本発明に係る第１伝送装置１００の一例の構成図である。
【図３】本発明に係る第２伝送装置２００の一例の構成図である。
【図４】本発明の第１実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の第２実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明に係る第１伝送装置１００の第３実施形態の構成図である。
【図７】本発明の第３実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【図８】本発明の第４実施形態における第１伝送装置１００の構成図である。
【図９】本発明の第４実施形態における電源断通知方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００９６】
　　　　　１００　第１伝送装置
　１０１，１０７　ＡＣコンセント
　　　　　１０２　電源スイッチ
　１０３，１０６　電源回路
　　　　　１０４　大容量コンデンサ
　　　　　１０５　電圧監視回路
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　　　　　１０８　外部電圧監視回路
　　　　　１０９　外部接続監視回路
　　　　　１１０　監視信号生成回路
　　　　　１１１　インタフェースコネクタ
　１１２，２０２　データ伝送機
　１１３，２０１　ケーブルコネクタ
　　　　　１２１　衝撃センサ
　　　　　１２２　温度センサ
　　　　　１３０　無停電電源装置
　　　　　１３１　ＡＣコンセント
　　　　　２００　第２伝送装置
　　　　　２０３　制御部
　　　　　２０４　プログラム格納部
　　　　　３００　伝送路

【図１】

【図２】

【図３】
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